
    和歌山県報  号外（2） 令和 2年 3月 31 日（火曜日） 

－ 1 － 

 

 

 

 
 

 目  次（＊については県例規集登載事項) (取扱課室名) ページ 

○ 規則 

＊25 和歌山県税規則の一部を改正する規則 (税務課) ...... 1 

＊26 和歌山県自動車税証紙等規則の一部を改正する規則 ( 〃 ) ...... 8 
 

    規     則 

和歌山県規則第25号 

和歌山県税規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和2年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

和歌山県税規則の一部を改正する規則 

和歌山県税規則（昭和25年和歌山県規則第56号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報 

改 正 後 改 正 前

（ゴルフ場利用税に係る税率軽減の要件等） （ゴルフ場利用税に係る税率軽減の要件等）
第 7 条の 2 略 第 7 条の 2 略
2 条例第42条の37第 3 項第 2 号の規則で定める 2 条例第42条の37第 3 項第 2 号の規則で定める
ものは、次に掲げるもののいずれかに該当する ものは、次に掲げるもののいずれかに該当する
ものとする。 ものとする。

略 略(１) (１)
前項各号に掲げる競技会の公式の練習とし スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第(２) (２)

ての利用（法第75条の 3 第 1 号のゴルフ場の 26条第 1 項に規定する国民体育大会（第 7 条
利用を除く。） の 5 の 2 第 2 項第 3 号において「国民体育大

会」という。）、同大会の予選会及びこれら
に準ずるものとして前項各号に掲げる競技会
（以下この号及び次条において「国民体育大
会等」という。）の練習（当該国民体育大会
等の主催者が当該国民体育大会等の一環とし
て練習日及び練習場所を指定している場合に
おける当該練習日の当該練習場所における練
習に限る。）としての利用

（ゴルフ場利用税に係る税率軽減の承認申請） （ゴルフ場利用税に係る税率軽減の承認申請）
第 7 条の 3 条例第42条の37第 4 項の規定により 第 7 条の 3 条例第42条の37第 4 項の規定により

、同条第 3 項の適用の承認を受けようとする場 、同条第 3 項の適用の承認を受けようとする場
合には、同項第 1 号に規定するゴルフ場の経営 合には、同項第 1 号に規定するゴルフ場の経営
者等及び同項第 2 号に規定する競技会の主催者 者等及び同項第 2 号に規定する国民体育大会等
は、当該ゴルフ場の利用の日の 5 日前までに、 の主催者は、当該ゴルフ場の利用の日の 5 日前
ゴルフ場利用税の税率軽減承認申請書を和歌山 までに、ゴルフ場利用税の税率軽減承認申請書
県税事務所長に提出しなければならない。 を和歌山県税事務所長に提出しなければならな

い。
2 略 2 略

（ゴルフ場の非課税利用の取扱い） （ゴルフ場の非課税利用の取扱い）
第 7 条の 5 の 2 略 第 7 条の 5 の 2 略
2 条例第42条の36の 2 の規則で定める証明書等 2 条例第42条の36の 2 の規則で定める証明書等
の提示又は提出は、次の各号の区分によるもの の提示又は提出は、次の各号の区分によるもの
とする。 とする。

・ 略 ・ 略(１) (２) (１) (２)
法第75条の 3 第 1 号によるゴルフ場の利用 法第75条の 3 第 1 号によるゴルフ場の利用(３) (３)
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別記第3号様式を次のように改める。 

 

スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第 国民体育大会又はその予選会である旨を知
26条第 1 項に規定する国民体育大会又はその 事又は県の教育委員会が証するものの提出
公式の練習である旨を知事又は県の教育委員
会が証するものの提出
略 略(４) (４)
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別記第3号様式（第13条関係） 

 

 

 

納 税 者 番 号   

個 人 の 事 業  開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 申 告 書 

和歌山県 

  

      県税事務所長 様 

年  月  日 

住  所  

氏  名 ○印  

生年月日              年     月     日 

個人番号             

電話番号  

 和歌山県税条例第 42条の 4 の規定に基づき、事業の □開始・□変更・□廃止 を行いましたので、次のと

おり申告します。 

 事務所（事業所）の名称（屋号） 

主たる事務所等  

従たる事務所等  

 事務所（事業所）の所在地 

主たる事務所等  

従たる事務所等  

 事業の種類 

主たる事務所等  

従たる事務所等  

□開始・□変更・□廃止 年月日                年    月    日 

変
更
し
た
事
項 

□住所 

□氏名 

□事務所（事業所）の所在地 

□事務所（事業所）の名称（屋号） 

□事業の種類 

□その他（        ） 

変更前 

 

変更後 

 

 廃止の事由 

□法人設立 

所在地  

法人名称  

設立（予定）年月日       年  月  日 

□事業承継 承継者氏名  

□その他  

 備考  

注 

1 「個人番号」欄には、申告者の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律第 2条第 5 項に規定する個人番号をいう。）を記載すること。 

2 この申告をした事項に異動を生じた場合、事業を廃止した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合

には、その事実が発生した日から 10 日以内にその旨を申告すること。 
 

 

受付印 
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別記第5号の4様式中「国民体育大会等の競技又は指定練習」を「税率軽減の対象となる競技会」に、

「種別を」を「利用内容を」に、「国民体育大会等の利用」を「税率軽減の対象となる競技会の利用」に

改める。 

別記第5号の5様式中「国民体育大会」の次に「（予選会を含む。）」を加え、「予選会」を「公式練

習」に改める。 

別記第11号様式（その1）中「、商工組合中央金庫」を削り、同様式（その2）を次のように改める。 
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別記第11号様式（その3）中「、商工組合中央金庫」を削り、同様式（その4）を次のように改める。 
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別記第11号様式（その5）及び（その6）中「、商工組合中央金庫」を削る。 

別記第26号様式中「国民体育大会等」を「税率軽減の対象となる競技会」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。 

（従前の様式による用紙） 

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。 

（和歌山県税規則等の一部を改正する規則の一部改正） 

3 和歌山県税規則等の一部を改正する規則（令和元年和歌山県規則第43号）の一部を次のように改正す

る。 

第1条の表中和歌山県税規則第7条の2及び第7条の3の改正規定を削る。 

第1条の表中和歌山県税規則第7条の5の2の改正規定を次の表に掲げるとおり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第1条のうち別記第5号の4様式の改正規定中「、「国民体育大会等」を「国民スポーツ大会等」に」

を削る。 

第1条のうち別記第26号様式の改正規定を削る。 

附則第1項第1号を次のように改める。 

（1）第1条中和歌山県税規則第7条の5の2の改正規定及び同規則別記第5号の5様式（「国民体育大

会」を「国民スポーツ大会」に改める部分に限る。）の改正規定 令和5年1月1日 

 

和歌山県規則第26号 

和歌山県自動車税証紙等規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和2年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

和歌山県自動車税証紙等規則の一部を改正する規則 

和歌山県自動車税証紙等規則（昭和45年和歌山県規則第23号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

改 正 後 改 正 前

（ゴルフ場の非課税利用の取扱い） （ゴルフ場の非課税利用の取扱い）
第 7 条の 5 の 2 略 第 7 条の 5 の 2 略
2 条例第42条の36の 2 の規則で定める証明書等 2 条例第42条の36の 2 の規則で定める証明書等
の提示又は提出は、次の各号の区分によるもの の提示又は提出は、次の各号の区分によるもの
とする。 とする。

・ 略 ・ 略(１) (２) (１) (２)
法第75条の 3 第 1 号によるゴルフ場の利用 法第75条の 3 第 1 号によるゴルフ場の利用(３) (３)
スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第 スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第

26条第 1 項に規定する国民スポーツ大会又は 26条第 1 項に規定する国民体育大会又はその
その公式の練習である旨を知事又は県の教育 公式の練習である旨を知事又は県の教育委員
委員会が証するものの提出 会が証するものの提出

略 略(４) (４)

備考 改正前欄中の第 7 条の 5 の 2 の規定は、和歌山県税規則の一部を改正する規則（令和 2 年和歌山
県規則第25号）による改正後の規定である。

改 正 後 改 正 前

別記第 7 号様式（第12条関係） 別記第 7 号様式（第12条関係）
（その 1 ） （その 1 ）

（売りさばき人用）

略 略
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別記第8号様式を次のように改める。 

 

（その 2 ） （その 2 ）
（売りさばき人用）

略 略

（その 3 ） （その 3 ）
（売りさばき機関用）

略 略

（その 4 ） （その 4 ）
（売りさばき機関用）

略 略
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別記第8号様式（第12条関係） 

 

 

 

（その1） 

（売りさばき人用） 

 

証 紙 等 受 払 月 計 表（    年  月分） 

 
種 類 繰 越 受 入 払 出 廃 棄 残 高 

 

10,000円証紙 枚  枚  枚  枚  枚  

5,000円証紙 
          

3,000円証紙 
          

1,000円証紙 
          

500円証紙 
          

300円証紙 
          

100円証紙 
          

50円証紙 
          

30円証紙 
          

10円証紙 
          

金 額（円） 
          

年  月  日     

 

上記について残高確認した。 

 

担当者職氏名                印 

 

担当者職氏名                印 
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（その2） 

（売りさばき人用） 

 

証 紙 等 受 払 月 計 表（    年  月分） 

   証紙代金収納計器 

No. 

証紙代金収納計器 

No. 

証紙代金収納計器 

No. 
合 計 

 

繰越額 円  円  円  円  

受入額 円  円  円  円  

払出額 円  円  円  円  

廃棄額 円  円  円  円  

残 高 円  円  円  円  

年  月  日     

 

上記について残高確認した。 

 

担当者職氏名            印 

 

担当者職氏名            印 

 



    和歌山県報  号外（2） 令和 2年 3月 31 日（火曜日） 

－ 12 － 

 

 

 

（その3） 

（売りさばき機関用） 

  

 所属長 係    

    

証 紙 等 受 払 月 計 表（    年  月分） 

 
種 類 繰 越 受 入 払 出 廃 棄 残 高 

 

10,000円証紙 枚  枚  枚  枚  枚  

5,000円証紙 
          

3,000円証紙 
          

1,000円証紙 
          

500円証紙 
          

300円証紙 
          

100円証紙 
          

50円証紙 
          

30円証紙 
          

10円証紙 
          

金 額 （円） 
          

年  月  日     

 

上記について残高確認した。 

 

担当者職氏名                印 

 

担当者職氏名                印 
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（その4） 

（売りさばき機関用） 

  

 所属長 係    

    

証 紙 等 受 払 月 計 表（    年  月分） 

   証紙代金収納計器 

No. 

証紙代金収納計器 

No. 

証紙代金収納計器 

No. 
合 計 

 

繰越額 円  円  円  円  

受入額 円  円  円  円  

払出額 円  円  円  円  

廃棄額 円  円  円  円  

残 高 円  円  円  円  

年  月  日     

 

上記について残高確認した。 

 

担当者職氏名            印 

 

担当者職氏名            印 
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附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。 

（従前の様式による用紙） 

2 この規則による改正前の別記第7号様式及び別記第8号様式による用紙は、当分の間、修正して使用す

ることができる。 
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